
 

 
 

第３回石川町農業委員会総会議事録 

 

１ 招集年月日  令和８年３月１９日(木) 午後１時３０分 

             

２ 招集場所    石川町役場 ３階 正庁兼議場  

 

３ 議案 

（１）議案第９号  

   農地法第３条第１項の規定による許可申請について  

 

（２）議案第１０号  

   農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定に

ついて  

 

（３）議案第１１号  

   石川農業振興地域整備計画の変更案に対する意見決定について  

 

（４）議案第１２号  

荒廃農地に係る非農地判断について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

４ 出席委員   

農業委員  ８名 

１番 黒﨑 佳奈  ２番 鈴木 義延  ３番 永沼 善恵 

４番 岩谷 金良  ５番 野内  誠  ６番 大串 政一 

８番 泉  利夫  ９番 根本 常和 

 

   農地利用最適化推進委員  １１名 

１２番 佐川 正治 １３番 添田 文彦 １４番 小針 淳一 

１５番 渡邉 健一 １６番 伊藤良平次 １７番 小豆畑 元 

１８番 添田  健 １９番 円谷 和司 ２０番 近内 壽夫 

２１番 矢内 常男 ２２番 福田 正三 

 

５ 欠席委員 

農業委員  １名 

    ７番 近内 貞夫 

 

   農地利用最適化推進委員  １名 

    １１番 近藤  強 

 

６ 出席した事務局職員 

   事務局長    荒木 成輔 

農地管理係長  岸浪 正徳 

書記      矢内 翔太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

議  長 本日の農業委員の出席は８名です。 

定足数に達しておりますので、只今より第３回石川町農業委員会総会を開

きます。 

議事録署名人の選出ですが、議長指名でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議ないものと認め、６番 大串政一委員、１番 黒﨑佳奈委員 を

指名いたします。 

（１）議案第９号  

   農地法第３条第１項の規定による許可申請について  

議  長 議事に入ります。 

議案第９号農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題とい

たします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局長 （朗読説明） 

只今、説明しました農地法第３条第１項番号１及び番号２につきましては、

農地法第３条第２項の不許可要件に該当していないことを報告いたしま

す。 

議  長 農地法第３条第１項番号１を調査されました鈴木義延委員に報告を求めま

す。 

鈴木義延委員 農地法第３条第１項番号１を調査した結果を報告いたします。 

令和８年３月１８日水曜日午前９時より、譲渡人の〇〇〇〇氏は高齢のた

め出席できず代理人としての〇〇〇〇氏、譲受人の〇〇〇〇氏、農地利用

最適化推進委員の矢内常男氏と私の４名で調査しました。 

申請地は字〇〇〇〇番 地目田 １５８㎡、字〇〇〇〇番 地目田 ２３

４㎡、字〇〇〇〇番 地目田 ４４７㎡、字〇〇〇〇番 地目田６３８

㎡、字〇〇〇〇番 地目 畑 ２１６㎡です。 

場所は、〇〇〇〇より〇〇〇〇道〇〇〇〇号線〇〇〇〇を〇〇〇〇方面へ

進み、〇〇〇〇を右折し、〇〇〇〇方面へ向かい、１km 先右側に位置しま

す。 

申請理由は、譲渡人の〇〇〇〇氏は高齢で他町村に住んでおり田畑の耕作

をしておりません。そこで譲受人の〇〇〇〇氏に贈与したいとのことで、



 

 
 

今回の申請にいたりました。譲受人の〇〇〇〇氏は現在、本人所有の農地

と本件農地を耕作しており、引き続き周辺農地とも協調し問題なく耕作で

きると思います。 

以上、調査した結果、この案件は問題ありませんので、皆様のご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

議  長 只今報告のありました農地法第３条第１項番号１について、何かご質問等

ございませんか。 

（「質問なし」の声あり） 

議  長 ご質問等がないようですので、本案を採決します。 

本案を承認することにご異議ございませんか。 

≪「異議なし」の声あり ≫ 

議  長 異議のないものと認め、議案第９号農地法第３条第１項番号１について、

承認するものと決定いたします。 

議  長 続きまして、農地法第３条第１項番号２を調査されました岩谷金良委員に

報告を求めます。 

岩谷金良委員 農地法第３条第１項番号２を調査した結果を報告いたします。 

令和８年３月７日土曜日午前１０時より譲受人の〇〇〇〇氏、農地利用最

適化推進委員の〇〇〇〇氏と私の３名で現地を調査しました。 

申請地は３ヶ所あり、１ヶ所目は〇〇〇〇線を〇〇〇〇方面へ向かい、〇

〇〇〇地内にある〇〇〇〇の入口より約４００ｍ先の〇〇〇〇の手前の十

字路を右折し、約２００ｍ先の右側に位置します。 

 字〇〇〇〇番  地目畑 ４５２㎡ 

 字〇〇〇〇番  地目田  ３０㎡です。 

２ヶ所目は〇〇〇〇地内にある〇〇〇〇線と〇〇〇〇道路との交差点より

〇〇〇〇方面に向かい約４００ｍ行ってＴ字路を右折したところに位置し

ます。 

 字〇〇〇〇番 地目田 ５５８㎡ 

 字〇〇〇〇番 地目田  ５８㎡ 

 字〇〇〇〇番 地目田 ８６８㎡ です。 

３ヶ所目は２ヶ所目の場所より西側に約３００ｍ進み、〇〇〇〇にでまし

たら右折し約２００ｍ行った所の左側に位置します。 



 

 
 

 字〇〇〇〇番 地目田 ３４９㎡ 

 字〇〇〇〇番 地目田 ３５７㎡  

字〇〇〇〇番 地目田 ３７７㎡ です。 

以上、計８筆 ３，０４９㎡です。 

申請理由は、現在譲渡人の〇〇〇〇氏は町内で一人暮らしをして所有して

いる農地はすべて貸し出しており、高齢のためこれらの田畑を整理するこ

ととなりました。 

この件を〇〇〇〇が仲介し、譲受人の〇〇〇〇氏へ話し了解を得られ、今

回の申請にいたりました。 

譲受人の〇〇〇〇氏は現在息子２人と農業に励み、米の収穫の受託をして

おり、地域の担い手として頑張っております。 

以上、調査した結果、この案件は問題ありませんので、皆様のご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

議  長 只今報告のありました農地法第３条第１項番号２について、何かご質問等

ございませんか。 

（「質問なし」の声あり） 

議  長 ご質問等がないようですので、本案を採決します。 

本案を承認することにご異議ございませんか。 

≪「異議なし」の声あり ≫ 

議  長 異議のないものと認め、議案第９号農地法第３条第１項番号２について、

承認するものと決定いたします。 

（２）議案第１０号  

   農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定について 

議  長 次に、議案第１０号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意

見決定についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局長 （朗読説明） 

只今、説明しました申請地の農地区分につきましては、番号１及び番号２

は第３種農地であります。 

議  長 農地法第５条第１項番号１を調査されました泉利夫委員に報告を求めま

す。 



 

 
 

泉 利 夫 委 員 農地法第５条第１項番号１を調査した結果を報告いたします。 

令和８年３月１３日９時３０分より現地調査を行いました。 

代理人の〇〇〇〇氏、荒木事務局長、岸浪係長、農地利用最適化推進員の

小豆畑元氏、伊藤良平次氏と私の６名で、字〇〇〇〇番、地目畑 ４３９

㎡を調査しました。 

場所は、〇〇〇〇線を〇〇〇〇方向へ１㎞先の信号機を〇〇〇〇方面へ左

折し、１００ｍ進んだ〇〇〇〇に位置します。 

現在の住宅は、娘と二人暮らしで老朽化が進んでいることから新築するこ

とにしました。しかし、現在の場所は令和元年の台風等の影響で２回浸水

しており、毎日の生活に不安を抱えています。このことから新築する場所

を検討したところ、今回の申請地が高台で浸水の危険性もなく、安全に生

活できると考えました。 

申請地は、父の所有地ですが長年耕作しておらず今後も耕作する予定は無

いことから、農地ではありますが父も快く無償で貸して頂けることになり

今回の申請となりました。 

周辺の農地に対し日照等の影響や集団農地の蚕食または分断もなく、新た

に造成は無いことから土砂の流出はありません。 

取水は、公営水道より給水し汚水は合併浄化槽により処理し町道側溝へ排

水します。雨水は自然浸透および町道道路側溝へ排水します。 

以上、調査した結果、この案件は問題ありませんので、皆様のご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

議  長 只今報告のありました農地法第５条第１項番号１について、何かご意見等

ございませんか。 

（「意見なし」の声あり） 

議  長 ご意見等がないようですので、本案を採決します。 

本案を承認することにご異議ございませんか。 

≪「異議なし」の声あり ≫ 

議  長 異議のないものと認め、議案第１０号農地法第５条第１項番号１について、

承認するものと決定いたします。 

議  長 続きまして、農地法第５条第１項番号２を調査されました近内壽夫委員に

報告を求めます。 



 

 
 

近内壽夫委員 農地法第５条第１項番号２を調査した結果を報告いたします。 

令和８年３月１３日午前１０時より、代理人の〇〇〇〇氏、荒木事務局

長、岸浪係長、農地利用最適化推進委員の円谷和司氏と私の５名で、字〇

〇〇〇番 地目田９７０㎡、字〇〇〇〇８番 地目田 ２２１㎡を現地調

査しました。 

場所は〇〇〇〇から〇〇〇〇を北へ１７０ｍ進んだ左側に位置します。 

左手前にはすでに太陽光発電設備が設置されています。 

所有権移転の目的は、太陽光発電設備の設置です。 

申請地は整地し周囲にフェンスを設置します。周囲に農業用排水施設はあ

りません。雨水は敷地内の自然浸透を計画しており、近隣の農地に対する

影響は少なく支障はありません。 

以上、調査した結果、この案件は問題ありませんので、皆様のご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

議  長 只今報告のありました農地法第５条第１項番号２について、何かご意見等

ございませんか。 

（「意見なし」の声あり） 

議  長 ご意見等がないようですので、本案を採決します。 

本案を承認することにご異議ございませんか。 

≪「異議なし」の声あり ≫ 

議  長 異議のないものと認め、議案第１０号農地法第５条第１項番号２について、

承認するものと決定いたします。 

（３）議案第１１号  

   石川農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定について 

議  長 議事に入ります。 

議案第１１号石川農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定について

を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局長 （朗読説明） 

只今、説明しました番号１の編入でありますが、基盤整備事業の対象農地

に位置付けるため編入であります。 

議  長 只今、説明のありました、石川農業振興地域整備計画変更番号１に対する



 

 
 

意見決定について、何かご意見等ございませんか。 

≪「意見なし」の声あり≫ 

議  長 ご意見等がないようですので、本案を採決します。 

本案を承認することにご異議ございませんか。 

≪「異議なし」の声あり ≫ 

議  長 異議のないものと認め、議案第１１号石川農業振興地域整備計画変更番号

１に対する意見決定について、承認するものと決定いたします。 

（４）議案第１２号 

   荒廃農地に係る非農地判断について 

議  長 次に、議案第１２号荒廃農地に係る非農地判断についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

事務局長 （朗読説明） 

昨年の農地利用状況調査において再生不能と言われる「Ｂ分類」と判断さ

れたものについて非農地判断をお願いするものです。 

農地・非農地の判断は、農林水産省経営局長通知の「農地法の運用につい

て」の第３（３）ウにおいて、農業委員が実施した農地法第３０条第１項に

規定する農地の利用状況調査の結果、森林の様相を呈するなど再生利用が

困難と判定された農地については、農業委員会総会において農地法第２条

第１項に基づく、「農地」に該当しない旨判断することとされております。 

それでは、スライドを流しますので、後方をご覧ください。 

議  長 審議に入る前に荒廃農地に係る非農地判断について、一括で審議すること

にご異議ございませんか。 

≪「異議なし」の声あり ≫ 

議  長 それでは 荒廃農地に係る非農地判断について、何かご質問等がある場合は

議案書の番号を述べてから発言されますようお願いいたします。 

ご質問等ございませんか。 

≪「質問なし」の声あり ≫ 

議  長 ご質問等がないようですので、本案を採決します。 

議案第１２号荒廃農地に係る非農地判断について、番号１から番号１３７

を一括して承認することにご異議ございませんか。 



 

 
 

 

≪「異議なし」の声あり ≫ 

議  長 異議がないものと認め、全て承認するものと決定いたします。 

 

議  長 以上で本日提案されました議案は、すべて終了いたしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

 

 午後２時２８分 

  

この議事録は書記が作成したもので、その内容に相違ないことを証する  

ため署名する。  

  

 令和８年３月１９日  

 石川町農業委員会長   

 議事録署名人  ６番 

  １番 

 

 


